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【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

シンプレクス謳歌ファンド

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

(1)当初申込額

　500億円を上限とします。

(2)継続申込額

　1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

半期報告書を提出しましたので2020年11月20日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」

といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますので

これを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内

容は原届出書が更新されます。なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」お

よび「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

＜更新後＞

②　委託会社の概況（2021年6月末現在）

１）資本金

370百万円

２）沿革

1999年11月：シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立

1999年12月：投資顧問業の登録　　　　　　　関東財務局長　第903号

2000年5月：投資一任契約に係る業務の認可　金融再生委員会　第27号

2001年4月：投資信託委託業認可　　　　　　内閣総理大臣　第5号

2007年9月：金融商品取引業者登録　　　　　関東財務局長（金商）第341号

３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

（株）シンプレクス・ファイナ

ンシャル・ホールディングス
東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 7,400株 100％

 

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜更新後＞

◆当ファンドの運用体制
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①　投資政策委員会

投資政策委員会規程に基づき、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融

情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。

②　運用本部

①で決定したファンド毎の運用手法、戦略及びリスク許容度に基づいて、運用本部は、運用計画を決定

します。

③　ファンド・マネージャー

運用計画に基づき、ファンド毎のガイドライン及び運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理し

ます。

④　トレーディング部門

ファンド・マネージャーから発注の指示を受け、事前にチェックを行ったうえで、最良執行の方針に則

り売買の執行を行います。（ファンド・マネージャーが自ら取引を執行することが望ましいと判断され

る場合には、ファンド・マネージャーがトレーディングを併せて担当します。）

 

●　投資政策委員会の構成員は、運用本部の主要スタッフ、リスク管理統括本部長、コンプライアンス本部

長および管理本部長となっております。

●　運用本部は、20名、そのうち、トレーディング部門は、2名で構成されています。

●　社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。

 

＜委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等＞

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合

などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社よ

り受け取っております。

 

※上記は2021年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

３【投資リスク】

＜更新後＞

（２）リスク管理体制
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※上記は2021年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜流動性リスクの管理体制＞

当社では、「市場動向、市場や行政等による規制、資金流失などにより、有価証券等の売却等において、

市場実勢よりも著しく不利な価格による取引を余儀なくされること、または取引が成立しないこと」を流

動性リスクと考えております。組入資産の流動性リスクの状況は、リスク管理部門が随時モニタリング

し、流動性リスクが極めて高くなった場合には、運用本部及びコンプライアンス部門も含めて対応するこ

ととしております。

＜更新後＞
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４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
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用対象です。

①　個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％

および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行われます。な

お、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを

選択することもできます。

２）解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）
＊
については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ

び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴

収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地

方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行われます。

＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま

す。）を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場

株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益

通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利

子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算

が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購

入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用

になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方

が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満

の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所

得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②　法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について

は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税

金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③　個別元本

１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ

ん。）が個別元本になります。

２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した

値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法

が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元

本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

２）受益者が収益分配金を受け取る際

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場

合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益

分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から

元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益

者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2021年6月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更

になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めしま

す。

５【運用状況】

【シンプレクス謳歌ファンド】

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 1,349,163,617 100.07

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― △961,576 △0.07

合計(純資産総額) 1,348,202,041 100.00
 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

日本 親投資信託受
益証券

シンプレクス謳歌株式マザーファン
ド

660,388,220 1.0133 669,171,384 1.0639 702,587,027 52.11
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日本 親投資信託受
益証券

シンプレクス謳歌先物マザーファン
ド

765,451,155 0.9450 723,351,342 0.8447 646,576,590 47.96

 

ロ.種類別投資比率
 

 

種類 投資比率(％)

親投資信託受益証券 100.07

合計 100.07
 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。
 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

2020年12月末日 1,571 ― 1.0038 ―

2021年 1月末日 1,569 ― 0.9914 ―

　　　 2月末日 1,498 ― 0.9336 ―

　　　 3月末日 1,312 ― 0.9340 ―

　　　 4月末日 1,322 ― 0.9334 ―

　　　 5月末日 1,342 ― 0.9392 ―

　　　 6月末日 1,348 ― 0.9362 ―
 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）

当中間期 2020年12月11日～2021年 6月10日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）

当中間期 2020年12月11日～2021年 6月10日 △4.78
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(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

当中間期 2020年12月11日～2021年 6月10日 1,665,481,328 224,857,742

 

(注)第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

シンプレクス謳歌株式マザーファンド

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 544,569,300 77.51

ケイマン 82,989,581 11.81

バミューダ 13,553,347 1.93

フィリピン 10,530,406 1.50

中国 6,275,568 0.89

小計 657,918,202 93.64

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 44,701,085 6.36

合計(純資産総額) 702,619,287 100.00
 

その他の資産の投資状況
 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

為替予約取引 売建 ― 76,926,744 △10.95
 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国・

地域
種類 銘柄名 業種

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

日本 株式 シグマクシス サービス
業

10,000 1,979.30 19,793,026 2,369.00 23,690,000 3.37

日本 株式 Ｇ－７ホールディングス 小売業 7,000 2,834.04 19,838,298 3,380.00 23,660,000 3.37
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日本 株式 トランザクション その他製
品

13,300 1,263.86 16,809,441 1,507.00 20,043,100 2.85

日本 株式 イー・ガーディアン サービス
業

6,900 2,914.70 20,111,478 2,830.00 19,527,000 2.78

日本 株式 クリーク・アンド・リバー社 サービス
業

12,200 1,319.20 16,094,243 1,542.00 18,812,400 2.68

日本 株式 ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬ
ＤＩＮＧＳ

情報・通
信業

7,600 2,231.73 16,961,167 2,449.00 18,612,400 2.65

日本 株式 ヒト・コミュニケーション
ズ・ホールディングス

情報・通
信業

8,100 2,271.14 18,396,245 2,285.00 18,508,500 2.63

日本 株式 ＳＢＳホールディングス 陸運業 5,500 2,813.68 15,475,287 3,330.00 18,315,000 2.61

日本 株式 日本管理センター 不動産業 13,900 1,278.71 17,774,160 1,317.00 18,306,300 2.61

日本 株式 アルファポリス 情報・通
信業

5,300 3,257.25 17,263,442 3,420.00 18,126,000 2.58

日本 株式 プロトコーポレーション 情報・通
信業

13,500 1,243.98 16,793,793 1,314.00 17,739,000 2.52

日本 株式 セーレン 繊維製品 8,000 2,069.31 16,554,480 2,194.00 17,552,000 2.50

日本 株式 アイティメディア サービス
業

8,600 1,898.76 16,329,405 2,007.00 17,260,200 2.46

日本 株式 ゴールドウイン 繊維製品 2,500 6,948.81 17,372,026 6,530.00 16,325,000 2.32

日本 株式 アウトソーシング サービス
業

7,900 1,724.01 13,619,722 2,019.00 15,950,100 2.27

日本 株式 丸全昭和運輸 陸運業 4,600 3,417.92 15,722,432 3,340.00 15,364,000 2.19

日本 株式 トリドールホールディングス 小売業 8,000 1,887.14 15,097,186 1,884.00 15,072,000 2.15

日本 株式 イントラスト その他金
融業

20,600 737.86 15,199,916 701.00 14,440,600 2.06

日本 株式 セントケア・ホールディング サービス
業

13,600 1,077.90 14,659,572 1,059.00 14,402,400 2.05

日本 株式 エムアップホールディングス 情報・通
信業

4,100 3,048.90 12,500,526 3,470.00 14,227,000 2.02

ケイマン 株式 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL

GROUP,LTD.

消費者
サービス

130,000 114.08 14,831,110 109.22 14,198,704 2.02

ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING

LIMITED

小売 4,500 3,326.25 14,968,150 3,124.25 14,059,152 2.00

日本 株式 ノーリツ鋼機 精密機器 5,900 2,541.82 14,996,796 2,376.00 14,018,400 2.00

日本 株式 ＤＭＧ森精機 機械 7,000 1,962.05 13,734,357 1,994.00 13,958,000 1.99

日本 株式 扶桑化学工業 化学 3,400 4,069.35 13,835,805 4,100.00 13,940,000 1.98

日本 株式 ヒューリック 不動産業 11,000 1,254.11 13,795,264 1,250.00 13,750,000 1.96

日本 株式 船井総研ホールディングス サービス
業

5,700 2,482.07 14,147,849 2,408.00 13,725,600 1.95

日本 株式 ライトアップ サービス
業

4,600 3,039.63 13,982,298 2,934.00 13,496,400 1.92

ケイマン 株式 CHINA LESSO GROUP HOLDINGS

LTD

資本財 48,000 243.76 11,700,910 274.83 13,191,936 1.88

ケイマン 株式 CHINA EDUCATION GROUP

HOLDINGS LIMITED

消費者
サービス

53,000 224.13 11,879,293 248.63 13,177,411 1.88

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率
 

 

種類 国内／国外 業種 投資比率(％)

株式 国内 食料品 0.22

繊維製品 4.82

化学 1.98

金属製品 1.76

機械 2.50

精密機器 3.70

その他製品 4.38
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陸運業 4.79

情報・通信業 14.28

卸売業 2.63

小売業 8.01

その他金融業 2.06

不動産業 4.56

サービス業 21.83

外国 素材 0.89

資本財 1.88

運輸 2.42

耐久消費財・アパレル 0.56

消費者サービス 3.90

小売 2.00

食品・飲料・タバコ 1.13

家庭用品・パーソナル用品 1.42

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.49

公益事業 1.44

合計 　 　 93.64
 

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円）

投資

比率

(％)

為替予約取引 香港ドル 売建 5,402,159.00 76,168,821 76,926,744 △10.95
 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

シンプレクス謳歌先物マザーファンド

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

国債証券 日本 378,896,470 58.60

投資信託受益証券 アメリカ 45,567,253 7.05

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 222,131,953 34.35

合計(純資産総額) 646,595,676 100.00
 

その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

債券先物取引 買建 アメリカ 687,418,868 106.31

買建 イギリス 666,344,022 103.05

買建 オーストラリア 668,394,473 103.37

買建 シンガポール 288,116,000 44.56

その他先物取引 買建 アメリカ 273,026,443 42.23
 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

為替予約取引 売建 ― 177,018,271 △27.38
 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

日本 国債証券 第３６０回利付国債
（１０年）

376,300,000 100.87 379,592,625 100.69 378,896,470 0.100 2030/9/20 58.60

アメリカ 投資信託受
益証券

SPDR GOLD SHARES 2,500 19,047.40 47,618,512 18,226.90 45,567,253 ― ― 7.05

 

ロ.種類別投資比率
 

 

種類 投資比率(％)

国債証券 58.60

投資信託受益証券 7.05

合計 65.65
 

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

資産の
種類

地域 取引所 名称 建別 数量 通貨
契約額等

（各通貨）
契約額等（円）

評価額

（各通貨）
評価額（円）

投資

比率

(％)

債券先
物取引

アメリ
カ

シカゴ商品
取引所

US10Y-N 2109 買建 47米ドル 6,199,289.37 685,517,418 6,216,484.61 687,418,868 106.31

オース
トラリ
ア

シドニー先
物取引所

AUST 10Y2109 買建 57オースト
ラリアド
ル

8,018,658.66 666,510,907 8,041,319.46 668,394,473 103.37
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イギリ
ス

インターコ
ンチネンタ
ル取引所

LONG GIL2109 買建 34ポンド 4,320,444.4 661,719,264 4,350,640 666,344,022 103.05

シンガ
ポール

シンガポー
ル取引所

海外市場ＪＧＢ
（ＳＧＸ）ＭＩＮ
Ｉ

買建 19日本円 287,922,600 287,922,600 288,116,000 288,116,000 44.56

その他
先物取
引

アメリ
カ

ニューヨー
ク商品取引
所

GOLD100 2108 買建 14米ドル 2,643,996 292,373,078 2,469,040 273,026,443 42.23

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

 

資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円）

投資

比率

(％)

為替予約取引 米ドル 売建 1,601,048.00 175,154,170 177,018,271 △27.38
 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

≪参考情報≫

＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】

１.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵

省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2020年12月11日から

2021年 6月10日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受けてお

ります。

【中間財務諸表】

【シンプレクス謳歌ファンド】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

当中間計算期間末
(2021年 6月10日現在)

資産の部

流動資産

親投資信託受益証券 1,381,991,399

未収入金 52,232

流動資産合計 1,382,043,631

資産合計 1,382,043,631

負債の部

流動負債

未払解約金 52,232

未払受託者報酬 238,510

未払委託者報酬 7,953,650

その他未払費用 1,987,592

流動負債合計 10,231,984

負債合計 10,231,984

純資産の部

元本等

元本 1,440,623,586

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △68,811,939

元本等合計 1,371,811,647

純資産合計 1,371,811,647

負債純資産合計 1,382,043,631

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

当中間計算期間
(自　2020年12月11日
至　2021年 6月10日)

営業収益

有価証券売買等損益 △66,962,312

営業収益合計 △66,962,312

営業費用

受託者報酬 238,510

委託者報酬 7,953,650

その他費用 1,987,592

営業費用合計 10,179,752
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当中間計算期間
(自　2020年12月11日
至　2021年 6月10日)

営業利益又は営業損失（△） △77,142,064

経常利益又は経常損失（△） △77,142,064

中間純利益又は中間純損失（△） △77,142,064

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△） △11,423,532

期首剰余金又は期首欠損金（△） -

剰余金増加額又は欠損金減少額 149,173

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

149,173

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

-

剰余金減少額又は欠損金増加額 3,242,580

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

-

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

3,242,580

分配金 -

中間剰余金又は中間欠損金（△） △68,811,939

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）
 

 

区分
当中間計算期間末

(2021年 6月10日現在)

1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本

額及び期中解約元本額

期首元本額 1,539,273,401円

期中追加設定元本額 126,207,927円

期中解約元本額 224,857,742円

2. 受益権の総数 1,440,623,586口

3. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下

回っている差額

68,811,939円

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
 

 

 

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

 

EDINET提出書類

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社(E14415)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

17/46



　

　　　　　　　項目

当中間計算期間末

(2021年 6月10日現在)

1.中間貸借対照表計上額、時価及びそ

の差額

　中間貸借対照表計上額は中間期末の時価で計上しているためその差額はありませ

ん。

2.時価の算定方法 (1)有価証券

　「中間注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しておりま

す。

(2)デリバティブ取引

　該当事項はありません。

(3)上記以外の金融商品

　上記以外の金融商品（コール・ローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提

条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ

ともあります。

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項
 

 

該当事項はありません。
 

 

 

 

（１口当たり情報に関する注記）
 

 

当中間計算期間末

（2021年 6月10日現在）

1口当たりの純資産額　0.9522円

（1万口当たりの純資産額　9,522円）

 

　当ファンドは「シンプレクス謳歌株式マザーファンド」受益証券および「シンプレクス謳歌先物マザーファ

ンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」

は、全て同親投資信託の受益証券であります。

　尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

 

　「シンプレクス謳歌株式マザーファンド」および「シンプレクス謳歌先物マザーファンド」の状況

　尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

（参考）

シンプレクス謳歌株式マザーファンド

貸借対照表
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（単位：円）

(2021年 6月10日現在)

資産の部

流動資産

預金 12,624,469

コール・ローン 69,690,298

株式 607,630,659

未収入金 23,558,871

未収配当金 2,457,218

流動資産合計 715,961,515

資産合計 715,961,515

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 197,553

未払金 41,344,319

未払解約金 27,379

未払利息 39

流動負債合計 41,569,290

負債合計 41,569,290

純資産の部

元本等

元本 637,673,906

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 36,718,319

元本等合計 674,392,225

純資産合計 674,392,225

負債純資産合計 715,961,515

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式

　移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等に

おける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りう

る直近の最終相場）で評価しております。

　計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品

取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場

によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算

期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値

（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価

格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3)時価が入手できなかった有価証券

　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない

事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を

もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時

価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブ取引等の評価基準及び

評価方法

為替予約取引

　原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して

おります。
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3.その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

外貨建取引等の処理基準　

　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府

令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

 

（貸借対照表に関する注記）
 

 

区分 (2021年 6月10日現在)

1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本

額及び期中解約元本額

  

  期首 2020年12月11日

  期首元本額 677,280,296円

  期首からの追加設定元本額 216,761,761円

  期首からの解約元本額 256,368,151円

  元本の内訳（注）  

  シンプレクス謳歌ファンド 637,673,906円

  合計 637,673,906円

2. 本報告書における開示対象ファンドの計算期間

末日における受益権の総数

 637,673,906口

 

（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　　　　　　　項目
(2021年 6月10日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及びその差

額

　貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。

2.時価の算定方法 (1)有価証券

 　「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

 (2)デリバティブ取引

 　「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

 (3)上記以外の金融商品

 　上記以外の金融商品（コール・ローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提

条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ

ともあります。

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項
 

(通貨関連)

（2021年 6月10日現在）
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（単位：円）

 

区分 種類 契約額等
　

時価 評価損益
うち1年超

市場外取引 為替予約取引     

売建 91,928,845 － 92,126,398 △197,553

香港ドル 91,928,845 － 92,126,398 △197,553

合計 91,928,845 － 92,126,398 △197,553

 

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されて

いる場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま

す。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該

日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている

対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

で評価しております。

（１口当たり情報に関する注記）
 

 

（2021年 6月10日現在）

1口当たりの純資産額　1.0576円

（1万口当たりの純資産額　10,576円）

 

シンプレクス謳歌先物マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年 6月10日現在)

資産の部

流動資産

預金 48,995,000

コール・ローン 119,361,533

国債証券 379,261,481

投資信託受益証券 48,514,642

派生商品評価勘定 10,778,121

未収利息 84,460

前払金 52,850,777

差入委託証拠金 48,633,173

流動資産合計 708,479,187

資産合計 708,479,187
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(2021年 6月10日現在)

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 871,862

未払解約金 24,853

未払利息 67

流動負債合計 896,782

負債合計 896,782

純資産の部

元本等

元本 805,633,015

剰余金

剰余金又は欠損金（△） △98,050,610

元本等合計 707,582,405

純資産合計 707,582,405

負債純資産合計 708,479,187

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券　

　個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等に

おける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りう

る直近の最終相場）で評価しております。

　計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品

取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場

によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算

期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値

（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価

格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3)時価が入手できなかった有価証券

　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない

事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を

もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時

価と認めた価額で評価しております。

 投資信託受益証券
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　移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等に

おける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りう

る直近の最終相場）で評価しております。

　計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品

取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場

によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算

期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値

（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価

格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3)時価が入手できなかった有価証券

　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない

事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を

もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時

価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブ取引等の評価基準及び

評価方法

株価指数先物取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

債券先物取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

商品先物取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

為替予約取引

　原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して

おります。

3.その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

外貨建取引等の処理基準　

　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府

令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

 

（貸借対照表に関する注記）
 

 

区分 (2021年 6月10日現在)

1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本

額及び期中解約元本額

  

  期首 2020年12月11日

  期首元本額 861,993,105円

  期首からの追加設定元本額 373,589,958円

  期首からの解約元本額 429,950,048円

  元本の内訳（注）  

  シンプレクス謳歌ファンド 805,633,015円

  合計 805,633,015円

2. 本報告書における開示対象ファンドの計算期間

末日における受益権の総数

 805,633,015口

3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回って

いる差額

98,050,610円

 

（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　　　　　　　項目
(2021年 6月10日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及びその差

額

　貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。

2.時価の算定方法 (1)有価証券

 　「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

 (2)デリバティブ取引

 　「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

 (3)上記以外の金融商品

 　上記以外の金融商品（コール・ローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提

条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ

ともあります。

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項
 

(債券関連)

（2021年 6月10日現在）

 

（単位：円）

 

区分 種 類 契約額等
　

時 価 評価損益
うち1年超

市場取引 債券先物取引     

買建 2,050,624,220 － 2,059,907,811 9,283,591

合計 2,050,624,220 － 2,059,907,811 9,283,591

 

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評

価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

(商品関連)

（2021年 6月10日現在）

 

（単位：円）

 

区分 種類 契約額等
　

時価 評価損益
うち1年超

市場取引 商品先物取引     

買建 269,195,136 － 270,194,047 998,911

合計 269,195,136 － 270,194,047 998,911

 

(注)1.時価の算定方法

商品先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評

価しております。

2.商品先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

(通貨関連)

（2021年 6月10日現在）

 

（単位：円）

 

区分 種類 契約額等
　

時価 評価損益
うち1年超

市場外取引 為替予約取引     

売建 195,724,815 － 196,101,058 △376,243

米ドル 195,724,815 － 196,101,058 △376,243

合計 195,724,815 － 196,101,058 △376,243

 

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されて

いる場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま

す。
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①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該

日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている

対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

で評価しております。

 

（１口当たり情報に関する注記）
 

 

（2021年 6月10日現在）

1口当たりの純資産額　0.8783円

（1万口当たりの純資産額　8,783円）

 

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2021年 6月30日現在です。

【シンプレクス謳歌ファンド】

【純資産額計算書】

 

 

Ⅰ　資産総額 1,349,190,616円　

Ⅱ　負債総額 988,575円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,348,202,041円　

Ⅳ　発行済口数 1,440,009,328口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9362円　
 

（参考）

シンプレクス謳歌株式マザーファンド

純資産額計算書

 

 

Ⅰ　資産総額 715,199,002円　

Ⅱ　負債総額 12,579,715円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 702,619,287円　

Ⅳ　発行済口数 660,388,220口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0639円　
 

シンプレクス謳歌先物マザーファンド

純資産額計算書
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Ⅰ　資産総額 668,436,284円　

Ⅱ　負債総額 21,840,608円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 646,595,676円　

Ⅳ　発行済口数 765,451,155口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8447円　
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（１）資本金の額等（2021年6月末現在）

①資本金　　　　　　　　370百万円

②発行する株式の総数　 　12,000株

③発行済株式の総数　　　 7,400株

④直近5ヵ年における主な資本金の額の増減

該当事項はございません。

 

（２）委託会社の機構

①会社の意思決定機関

＜株主総会＞

株主総会は、株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、定款の

変更、利益処分の承認等、会社法及び定款の定めに従って重要事項の決定を行います。

 

＜取締役会＞

取締役会は、取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督します。

 

②投資運用の意思決定プロセス

投資政策委員会

・投資政策委員会は、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報お

よび各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。

運用本部

・運用本部は、投資政策委員会で決定したファンド毎の運用手法・戦略及びリスク許容度に基づい

て、運用計画を決定します。

ファンド・マネージャー

・運用本部の各ファンド・マネージャーは、運用計画に基づき、ファンド毎のガイドライン及び運用

方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

トレーディング部門

・トレーディング部門は、ファンド・マネージャーからの発注の指示を受け、事前にチェックを行っ

たうえで、最良執行の方針に則り売買の執行を行います。

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って

います。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務を行っています。

・委託会社が運用する証券投資信託は2021年6月30日現在、以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 77 542,533

単位型株式投資信託 45 131,494

単位型公社債投資信託 6 14,019

合計 128 688,046
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３【委託会社等の経理状況】

＜更新後＞

 

1.　委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第２条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関す

る内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

 

財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

2.　委託会社は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、第22期事業年度（自2020年4月1日　

至2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

 

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

 

期別　

科目

前事業年度 当事業年度

（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）

金　　額 金　　額

（資産の部）       

Ⅰ流動資産       

1　現金・預金   2,951,245   6,336,550

2　直販顧客分別金信託   100   100

3　前払費用   16,636   16,404

4　未収委託者報酬   307,663   458,959

5　未収運用受託報酬   693,545   2,076,525

6　未収投資助言報酬   －   12

7　その他   89,364   106,129

流動資産計   4,058,555   8,994,681

Ⅱ固定資産       

1　有形固定資産   20,005   19,092

(1)建物付属設備 *1 11,127  *1 8,044  

(2)器具備品 *1 8,878  *1 11,048  

2　無形固定資産   761   652

(1)電話加入権  761   652  

3　投資その他の資産   104,149   108,138

(1)投資有価証券  26,135   31,316  

(2)長期差入保証金  75,075   74,702  

(3)長期前払費用  2,939   2,119  

固定資産計   124,916   127,882

資産合計   4,183,472   9,122,564

       

 

（単位：千円）

 

期別　

科目

前事業年度 当事業年度

（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）

金　　額 金　　額
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（負債の部）       

Ⅰ流動負債       

1　預り金   73,364   75,413

2　未払金   1,420,140   2,069,638

3　関係会社未払金   4,950   4,950

4　未払費用   19,548   26,643

5　未払法人税等   350,928   1,399,572

6　未払消費税等   23,597   393,431

7　前受金   17,009   24,392

流動負債計   1,909,538   3,994,040

Ⅱ固定負債       

1　資産除去債務   24,894   25,137

2　繰延税金負債   443   696

固定負債計   25,338   25,833

負債合計   1,934,876   4,019,874

       

（純資産の部）       

Ⅰ株主資本       

1　資本金   370,000   370,000

2　利益剰余金       

(1)利益準備金  92,500   92,500  

(2)その他利益剰余金       

繰越利益剰余金  1,790,060   4,639,448  

利益剰余金計   1,882,560   4,731,948

株主資本計   2,252,560   5,101,948

Ⅱ評価・換算差額等       

1　その他有価証券評価差額金   △ 3,965   742

評価・換算差額等計   △ 3,965   742

純資産合計   2,248,595   5,102,690

負債・純資産合計   4,183,472   9,122,564

       

 

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

期別　

科目

前事業年度 当事業年度

（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日

至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）

金　　額 金　　額

       

Ⅰ営業収益       

1 委託者報酬  2,564,725 　  6,000,778 　

2 運用受託報酬  2,747,460 　 　 3,748,014 　

3 投資助言報酬  －  　 10 　

4 その他営業収益  － 5,312,186 　 21,253 9,770,057

Ⅱ営業費用   　   　

1 支払手数料  208,965 　  170,590 　

2 調査費   　   　

(1)調査費  37,225 　  44,486 　

(2)委託調査費  138,052 　  183,688 　
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3 委託計算費  18,336 　  20,636 　

4 通信費  2,508 405,087 　 3,909 423,311

Ⅲ一般管理費   　   　

1 給料   　   　

(1)役員報酬  1,352,600 　 　 1,352,600 　

(2)給料・手当  383,233 　  377,011 　

(3)賞与・退職金等  1,338,197 　  1,994,191 　

2 交際費  7,253 　  6,333 　

3 旅費交通費  20,835 　  1,116 　

4 業務事務委託費  15,835 　  13,087 　

5 租税公課  48,325 　  97,164 　

6 不動産賃借料  112,369 　  112,516 　

7 固定資産減価償却費  7,258 　  7,888 　

8 諸経費 *1 174,055 3,459,964 *1 200,159 4,162,069

営業利益   1,447,134   5,184,676

Ⅳ営業外収益   　   　

1 受取利息  452 　  141 　

2 為替差益  － 　  20,861 　

3 受取配当金  320 　  1,560 　

4 還付加算金  4,645 　  － 　

5 投資有価証券売却益  － 　  0 　

6 その他の営業外収益  － 5,417 　 682 23,245

Ⅴ営業外費用   　   　

1 為替差損  6,384 　  － 　

2 その他の営業外費用  － 6,384 　 180 180

経常利益  　 1,446,168 　 　 5,207,742

Ⅵ特別損失   　   　

1 固定資産除却損  806 806 　 109 109

税引前当期純利益   1,445,361   5,207,633

法人税、住民税及び事業税  419,603 　  1,508,465 　

法人税等調整額  △ 16,101 403,501 　 △ 221 1,508,244

当期純利益   1,041,860   3,699,388

       

 

（３）【株主資本等変動計算書】

 

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

（単位：千円）

 

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金
利益準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越

利益剰余金

当期首残高 370,000 92,500 1,748,206 1,840,706 2,210,706 △ 1,129 2,209,576

当期変動額        

剰余金の配当 － － △ 1,000,006 △ 1,000,006 △1,000,006 － △ 1,000,006

当期純利益 － － 1,041,860 1,041,860 1,041,860 － 1,041,860
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株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － － － △ 2,835 △ 2,835

当期変動額合計 － － 41,853 41,853 41,853 △ 2,835 39,018

当期末残高 370,000 92,500 1,790,060 1,882,560 2,252,560 △ 3,965 2,248,595

 

 

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

（単位：千円）

 

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金
利益準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越

利益剰余金

当期首残高 370,000 92,500 1,790,060 1,882,560 2,252,560 △ 3,965 2,248,595

当期変動額        

剰余金の配当 － － △ 850,001 △ 850,001 △850,001 － △ 850,001

当期純利益 － － 3,699,388 3,699,388 3,699,388 － 3,699,388

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － － － 4,707 4,707

当期変動額合計 － － 2,849,387 2,849,387 2,849,387 4,707 2,854,095

当期末残高 370,000 92,500 4,639,448 4,731,948 5,101,948 742 5,102,690

 

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定）

 

2．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

主として定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備について

は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物付属設備　10年～18年

器具備品　　　 3年～15年

 

（2）無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み利用可能期間（3年又は5年）に基

づく定額法を採用しております。

 

3．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

[未適用の会計基準等]

「収益認識に関する会計基準」等

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日　企業会計基準委員会）
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日　企業会計

基準委員会）

 

（1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包

括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15

号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度か

ら、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準

委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもの

です。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15

号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を

取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実

務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加すること

とされております。

 

（2）適用予定日

2022年3月期の期首から適用します。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は軽微であります。

[注記事項]

（貸借対照表関係）

＊1有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

 
前事業年度

（2020年3月31日）

当事業年度

（2021年3月31日）

建物付属設備 47,834千円 50,917千円

器具備品 18,376千円 21,616千円

計 66,210千円 72,534千円

 

（損益計算書関係）

＊1関係会社との取引に係るものは、以下のとおりであります。

 

前事業年度

（自　2019年4月1日

至　2020年3月31日）

当事業年度

（自　2020年4月1日

至　2021年3月31日）

諸経費 18,000千円 18,000千円

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：株）

 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 7,400 － － 7,400

合計 7,400 － － 7,400

 

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2019年6月27日

定時株主総会
普通株式 1,000,006 135,136 2019年3月31日 2019年6月30日
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（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2020年6月25日

定時株主総会
普通株式 850,001 114,865 2020年3月31日 2020年6月30日

 

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：株）

 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 7,400 － － 7,400

合計 7,400 － － 7,400

 

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2020年6月25日

定時株主総会
普通株式 850,001 114,865 2020年3月31日 2020年6月30日

 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

以下の決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2021年6月28日

定時株主総会
普通株式 3,200,004 432,433 2021年3月31日 2021年6月30日

 

（リース取引関係）

1．オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

 
前事業年度

（2020年3月31日）

当事業年度

（2021年3月31日）

1年以内 63,443 63,443

1年超 95,165 31,721

合計 158,609 95,165

 

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に関する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用

については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を

第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。

 

（2）金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、当社が運用を委託さ

れている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少と判断しております。

投資有価証券は、当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、市場価格の変動リスクに晒さ

れております。

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬と、営業債務である未払

金は、すべて1年以内の支払期日であります。なお、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほ

ぼ連動しており、営業債権及び営業債務の流動性リスクは僅少と判断しております。
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（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク

営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リ

スクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀

行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。

② 流動性リスク

上記のとおり、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び

営業債務の流動性リスクは僅少であります。

③ 市場リスク

当社は、外貨建ての預金及び営業債権について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニ

タリングを実施しております。また投資有価証券に関しては、定期的に時価や発行体（投資先企

業）の財務状況等を把握し、保有状況の継続的な見直しを行っております。

2．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（2020年3月31日） （単位：千円）

 
貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金・預金 2,951,245 2,951,245 －

(2) 未収委託者報酬 307,663 307,663 －

(3) 未収運用受託報酬 693,545 693,545 －

(5) 投資有価証券

その他有価証券 26,135 26,135 －

資産計 3,978,589 3,978,589 －

(1) 未払金 1,420,140 1,420,140 －

(2) 未払法人税等 350,928 350,928 －

負債計 1,771,068 1,771,068 －

 

当事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）

 
貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金・預金 6,336,550 6,336,550 －

(2) 未収委託者報酬 458,959 458,959 －

(3) 未収運用受託報酬 2,076,525 2,076,525 －

(4) 未収投資助言報酬 12 12 －

(5) 投資有価証券

その他有価証券 31,316 31,316 －

資産計 8,903,364 8,903,364 －

(1) 未払金 2,069,638 2,069,638 －

(2) 未払法人税等 1,399,572 1,399,572 －

負債計 3,469,210 3,469,210 －

 

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

（資産）

（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬、（4）未収投資助言報酬

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

 

（5）投資有価証券

投資有価証券は当社設定の投資信託であります。これらの時価は公表されている基準価格によってお
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ります。

（負債）

（1）未払金、（2）未払法人税等

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

 

（注2）金融債権等の決算日後の償還予定額

前事業年度（2020年3月31日） （単位：千円）

 1年以内
1年超

5年以内

5年超

10年以内
10年超

(1) 現金・預金 2,951,245 － － －

(2) 未収委託者報酬 307,663 － － －

(3) 未収運用受託報酬 693,545 － － －

(5) 投資有価証券

その他有価証券のうち

満期があるもの － 101 17,826 －

合計 3,952,454 101 17,826 －

 

当事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）

 1年以内
1年超

5年以内

5年超

10年以内
10年超

(1) 現金・預金 6,336,550 － － －

(2) 未収委託者報酬 458,959 － － －

(3) 未収運用受託報酬 2,076,525 － － －

(4) 未収投資助言報酬 12 － － －

(5) 投資有価証券

その他有価証券のうち

満期があるもの － 96 21,550 －

合計 8,872,047 96 21,550 －

 

（注3）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

1．その他有価証券

前事業年度（2020年3月31日） （単位：千円）

区分
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

   

投資信託受益証券 101 100 1

小計 101 100 1

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

   

投資信託受益証券 26,034 30,000 △3,966

小計 26,034 30,000 △3,966

合計 26,135 30,100 △3,964

 

当事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）
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区分
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

   

投資信託受益証券 21,550 20,000 1,550

小計 21,550 20,000 1,550

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

 
  

投資信託受益証券 9,766 10,100 △333

小計 9,766 10,100 △333

合計 31,316 30,100 1,216

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2020年3月31日）

当事業年度

（2021年3月31日）

繰延税金資産   

未払費用否認 9,063千円 10,911千円

未払事業税 22,998千円 76,285千円

その他有価証券評価差額金 1,214千円 102千円

資産除去債務 7,622千円 7,697千円

繰延税金資産小計 40,900千円 94,996千円

評価性引当額（注） △40,900千円 △94,996千円

繰延税金資産合計 － －

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △0千円 △474千円

固定資産（除去費用） △443千円 △221千円

繰延税金負債合計 △443千円 △696千円

繰延税金負債の純額 △443千円 △696千円

（注）評価性引当額が54,095千円増加しております。この増加の主な内容は、未払事業税に係る評価性引当

額が53,286千円増加したことによります。

 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2020年3月31日）

当事業年度

（2021年3月31日）

法定実効税率 30.6％ 30.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％ 0.0％

評価性引当額の増減 1.7％ 1.0％

特別税額控除 △4.5％ △2.8％

その他 △0.1％ 0.2％

EDINET提出書類

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社(E14415)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

37/46



税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.8％ 29.0％

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

（1）当該資産除去債務の概要

オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年半と見積り、割引率は0.56％から1.145％を使用して資産除去債務の金額を

計算しております。

 

 

前事業年度

（自　2019年4月1日

至　2020年3月31日）

当事業年度

（自　2020年4月1日

至　2021年3月31日）

期首残高 24,654千円 24,894千円

時の経過による調整額 240千円 242千円

期末残高 24,894千円 25,137千円

（セグメント情報等）

セグメント情報

当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

 

関連情報

1　製品及びサービスごとの情報

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

   （単位：千円）

 投資信託 投資一任 合計

外部顧客への営業収益 2,564,725 2,747,460 5,312,186

 

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

     （単位：千円）

 投資信託 投資一任 投資助言 その他 合計

外部顧客への営業収益 6,000,778 3,748,014 10 21,253 9,770,057

 

2　地域ごとの情報

(1) 営業収益

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

（単位：千円）

日本 香港 英国バージン諸島 その他 合計

2,583,217 2,514,791 211,389 2,787 5,312,186

 

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

（単位：千円）

日本 香港 英国バージン諸島 その他 合計

6,063,650 3,580,289 75,001 51,115 9,770,057

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごと

の有形固定資産の記載を省略しております。
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3　主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

（単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名

シンプレクス・アセット・マネジメント

（香港）カンパニー・リミテッド
2,514,791 投資運用・顧問業

（注）委託者報酬については投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しておりま

す。

 

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

（単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名

シンプレクス・アセット・マネジメント

（香港）カンパニー・リミテッド
3,580,289 投資運用・顧問業

（注）委託者報酬については投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しておりま

す。

 

 

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

報告セグメントごとののれんの償却及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

 

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

1．関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社等

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

種 類
会社等の

名称
所在地

資本金

又は

出資金

（千円）

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

親会社

㈱シンプレ

クス・

ファイナン

シャル・

ホールディ

ングス

東京都

千代田区
370,000

子会社

支配・管理

（被所有）

直接・

100％

持株会社形

式の子会社

支配、役員

の兼任

経営指導
・管理料

の支払
18,000

関係会社

未払金
4,950

 

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

種 類
会社等の

名称
所在地

資本金

又は

出資金

（千円）

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
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親会社

㈱シンプレ

クス・

ファイナン

シャル・

ホールディ

ングス

東京都

千代田区
370,000

子会社

支配・管理

（被所有）

直接・

100％

持株会社形

式の子会社

支配、役員

の兼任

経営指導
・管理料

の支払
18,000

関係会社

未払金
4,950

（注）取引条件および取引条件の決定方針等

1. 取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

2. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(3) 財務諸表提出会社の子会社等

該当事項はありません。

(4) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

 

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

種 類
会社等の

名称
所在地

資本金

又は

出資金

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

同一の

親会社

を持つ

会社

シンプレク

ス・グロー

バル・

インベスト

メンツ・リ

ミテッド

英国領

バージン

諸島

50万

米ドル

投資

運用業
－

投資一任

契約

 

役員の

兼任

運用受託

報酬の受取

(注)

1,761 － －

同一の

親会社

を持つ

会社

シンプレク

ス・アセッ

ト・マネジ

メント・

（香港）・

カンパ

ニー・リミ

テッド

香港
50万

香港ドル

投資

運用業

 

投資信託

事務委託業

－

投資一任

契約

運用受託

報酬の受取

（注）

2,514,791

 
未収運用

受託報酬

 

 

 

未払金

649,321

 

 

 

 

22,575

事務協力

関係

委託調査費

の支払
51,252

 

役員の

兼任

事務委託費

の支払
19,537

 

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

種 類
会社等の

名称
所在地

資本金

又は

出資金

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

同一の

親会社

を持つ

会社

シンプレク

ス・アセッ

ト・マネジ

メント・

（香港）・

カンパ

ニー・リミ

テッド

香港
50万

香港ドル

投資

運用業

 

投資信託

事務委託業

－

投資一任

契約

運用受託

報酬の受取

（注）

3,580,289

 未収運用

受託報酬
2,026,758

事務協力

関係

委託調査費

の支払
24,000

役員の

兼任

事務委託費

の支払
24,726

未払金 6,875,496
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（注）取引条件および取引条件の決定方針等

1. 取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

シンプレクス・グローバル・インベストメンツ・リミテッド及びシンプレクス・アセット・マネ

ジメント・（香港）・カンパニー・リミテッドとの投資顧問契約に基づき、予め定められた料率

で計算された金額の受取り及び支払いを行っております。

2. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

2．親会社に関する注記

株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス（東京証券取引所TOKYO PRO Marketに

上場）

 

（1株当たり情報）

前事業年度

（自　2019年4月1日

至　2020年3月31日）

当事業年度

（自　2020年4月1日

至　2021年3月31日）

1株当たり純資産額

1株当たり当期純利益金額

303,864円21銭

140,791円94銭

1株当たり純資産額

1株当たり当期純利益金額

689,552円76銭

499,917円42銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金

額については、潜在株式が存在しないため、記載

しておりません。

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金

額については、潜在株式が存在しないため、記載

しておりません。

（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

項目

前事業年度

（自　2019年4月1日

至　2020年3月31日）

当事業年度

（自　2020年4月1日

至　2021年3月31日）

当期純利益 1,041,860千円 3,699,388千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益 1,041,860千円 3,699,388千円

期中平均株式数 7,400株 7,400株

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

（１）受託会社

名　　称
資本金の額

（2020年3月末現在）
事業の内容

三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律に基づき信託業務を営ん

でいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行

資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）

事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に

基づき信託業務を営んでいます。
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再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受

託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託

受託者へ移管することを目的とします。

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（2020年3月末現在）
事業の内容

株式会社ＳＢＩ証券※ 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一

種金融商品取引業を営んでい

ます。楽天証券株式会社 7,495百万円

シンプレクス・アセット・マネジメン

ト株式会社
370百万円

金融商品取引法に定める第二

種金融商品取引業を営んでい

ます。

※2020年12月11日より取扱開始予定です。

 

＜訂正後＞

（１）受託会社

名　　称
資本金の額

（2021年3月末現在）
事業の内容

三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律に基づき信託業務を営ん

でいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行

資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末現在）

事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に

基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受

託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託

受託者へ移管することを目的とします。

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（2021年3月末現在）
事業の内容

株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一

種金融商品取引業を営んでい

ます。楽天証券株式会社 7,495百万円

株式会社横浜銀行 215,628百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん

でいます。

シンプレクス・アセット・マネジメン

ト株式会社
370百万円

金融商品取引法に定める第二

種金融商品取引業を営んでい

ます。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

2021年７月14日

 

 

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

 

 
ＰｗＣあらた有限責任監査法人

東京事務所
 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 鶴　田　光　夫

 

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ

られているシンプレクス謳歌ファンドの2020年12月11日から2021年６月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、シンプレクス謳歌ファンドの2021年６月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020

年12月11日から2021年６月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基

準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し

有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報

を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の

判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する

と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す

る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略

され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す

る内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記

事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と

なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法

の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

2021年6月28日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
取　締　役　会　御　中
 

 
有限責任　あずさ監査法人

東京事務所
 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 米　永　隆　司　　印

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

げられているシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第22期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を

行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シンプレ

クス・アセット・マネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必

要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある

場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響

を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証

拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
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継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表

明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象

や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと

ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適

正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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